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〔開議 午前１０時０１分〕 

議長（南靖久議員） おはようございます。 

 これより本日の会議を開きます。 

 ただいまの出席議員は１３名であります。よって、会議は成立をいたしており

ます。 

 最初に、議長の報告ですが、お手元の報告書は朗読を省略し、これより議事に

入ります。 

 本日の議事につきましては、お手元の議事日程第５号により取り進めたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、日程第１、「会議録署名議員の指名」を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第８７条の規定により、議長において、３

番、奥田尚佳議員、４番、楠裕次議員を指名いたします。 

 次に、日程第２、議案第５４号「尾鷲市農業委員会の委員及び農地利用最適化

推進委員の定数に関する条例の制定について」から日程第１１、議案第６３号

「尾鷲市斎場の指定管理者の指定について」までの計１０議案を一括議題といた

します。 

 ただいま議題となりました１０議案につきましては、所管の常任委員会に付託

して御審査願っておりますので、その経過並びに結果について各委員長の報告を

求めます。 

 最初に、総務産業常任委員会、三鬼和昭委員長。 

〔６番（三鬼和昭議員）登壇〕 

６番（三鬼和昭議員） おはようございます。 

 私ども総務産業常任委員会へ付託されました議案第５４号「尾鷲市農業委員会

の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例の制定について」、議案

第５５号「職員の給与に関する条例の一部改正について」、議案第５６号「尾鷲

市営住宅条例の一部改正について」、議案第６２号「新たに生じた土地の確認及

び字の区域の変更について」、以上４議案につきまして、委員会における審査の

経過並びに結果について御報告いたします。 

 去る１２月７日午前１０時より、市長、副市長並びに関係課長等の出席を求め、

詳細に説明聴取を行い、慎重に審査いたしました結果、付託されました４議案に

つきましては、いずれも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しま

したので御報告申し上げます。 
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 なお、議案第５５号「職員の給与に関する条例の一部改正について」の審査に

おいて、本市では従来より人事院勧告に沿った形で給与等の改正、いわゆる引き

上げ、引き下げを行ってきた経緯があるものの、現在の市の経済情勢、住民感情

及び市の財政状況を鑑みた措置は考えられなかったのか、あるいは、市内事業所

の景気、業績等を調査するほうがよかったのではといった意見が一部の委員から

あったことを申し添えさせていただきます。 

 よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 

議長（南靖久議員） 次に、生活文教常任委員会、濵中佳芳子委員長。 

〔１３番（濵中佳芳子議員）登壇〕 

１３番（濵中佳芳子議員） 私ども生活文教常任委員会へ付託されました議案第６３

号「尾鷲市斎場の指定管理者の指定について」の１件につきまして、委員会にお

ける審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。 

 去る１２月８日午前１０時より、市長、副市長並びに関係課長等の出席を求め、

詳細に説明聴取を行い、慎重に審査いたしました結果、付託されました議案第６

３号につきましては、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しまし

たので御報告申し上げます。 

 なお、執行部からの報告において、施設の老朽化に対し、３１年度をめどに大

規模改修の計画を進めていて、それまでの維持管理については、指定管理者とと

もにメンテナンスに努めること、改修については、これまで指摘のあった待合所、

トイレを含め、計画を検討することとされたことを申し添えます。 

 よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 

議長（南靖久議員） 次に、予算決算常任委員会、三鬼孝之委員長。 

〔１番（三鬼孝之議員）登壇〕 

１番（三鬼孝之議員） 私ども予算決算常任委員会へ付託されました議案第５７号

「平成２９年度尾鷲市一般会計補正予算（第４号）の議決について」、議案第５

８号「平成２９年度尾鷲市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）の議決

について」、議案第５９号「平成２９年度尾鷲市後期高齢者医療事業特別会計補

正予算（第２号）の議決について」、議案第６０号「平成２９年度尾鷲市病院事

業会計補正予算（第２号）の議決について」、議案第６１号「平成２９年度尾鷲

市水道事業会計補正予算（第２号）の議決について」、以上５議案につきまして、

委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。 

 去る１２月１１日午前１０時より、市長、副市長、教育長、病院事務長、水道
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部長並びに関係課長等の出席を求め、詳細に説明聴取を行い、慎重に審査いたし

ました。審査の結果でございますが、付託されました５議案につきましては、い

ずれも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しましたので御報告申

し上げます。 

 よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 

議長（南靖久議員） 以上で各委員長の報告は終了いたしました。 

 これより各委員長の報告に対する質疑に入ります。 

 質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

議長（南靖久議員） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 討論の通告がございますので、これを許可いたします。 

 ３番、奥田尚佳議員。 

〔３番（奥田尚佳議員）登壇〕 

３番（奥田尚佳議員） おはようございます。 

 私は、議案第５７号「平成２９年度尾鷲市一般会計補正予算（第４号）の議決

について」、二つの事案についてかなり悩みましたが、消極的な賛成ということ

で、賛成の立場で討論に参加させていただきます。 

 まず一つは、先月オープンしました紀北健康センターのプール利用者への補助

金のあり方であります。平成２６年２月から大紀町と熊野市にあります施設のプ

ール利用者への補助を行っておりますが、今回、この紀北町の施設のプール利用

者への補助を行うというものであります。 

 補助金支給自体については何も申し上げるつもりはありません。しかし、議案

に対する質疑及び委員会で申し上げましたように、大紀町のプールの利用者への

補助は、こちらをちょっと見ていただきましょうか、一番上が大紀町と、下２行

が今回の紀北町のケースでございます。一番上が大紀町ですけれども、大紀町の

プール利用者の補助は、大紀町の方は３００円、今１回利用料がかかります。大

紀町以外の方は６００円になります。その差額を埋めるという意味で、３００円

の補助をしております。 

 ですけれども、今回の補助金は、今、紀北町の方が１回利用すると８６０円な

んです、税込み８６０円。尾鷲市の方、私もこの前行ってきましたけれども、１,

０８０円を払って利用します。ですので、これまでの制度にこの紀北町のプール
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の施設の分を加えたということでありますので、そうであるならば、１,０８０

円と８６０円の比較をしまして、差額２２０円の補助をするというのが本来の制

度趣旨であります。ですが、今回は、この真ん中の数字がありますよね、ありま

すように税抜きでの比較ということで、ですので、紀北町の方は８００円、尾鷲

市の方は１,０００円でしょうということで、その差額２００円ということであ

ります。 

 ですので、これまでの制度にこの紀北町の部分を載せただけだと、加えただけ

だという執行部の説明でありましたけれども、それなら先ほど申し上げた２２０

円を補助しないといけません。ですので、その差額、２００円ですので、２０円

が埋まりません。わかりますかね、皆さん、市民の皆様。１,０８０円を払って

入るんです。でも、２００円の補助ということなので、税抜きでの比較で。です

ので、実質８８０円ということになります、尾鷲市民の方。ということは、紀北

町の方は８６０円で利用できるのに、尾鷲市の方は、この差額を埋めようという

趣旨であるにもかかわらず、８８０円、実質ということで、２０円が埋まりませ

ん。 

 こういう、私は、やはり行政として、同じ趣旨の補助金の中で、一方では税込

みでの比較、同じような加えただけだと言いながら、他方では税抜きの比較とい

うような、ちぐはぐな相違があっては私はいけないと思うんですよね。今回特に

この２０円の差額が出ますので、尾鷲市民の方にとっては不利であります。 

 多分、これ、今後、この補助金をもらう方も、何でだろうなと。これまでは差

額３００円をもらえて、大紀町の方、大紀町を利用していて、紀北町の方、紀北

町のほうを利用する方がいらっしゃった場合、以前までは大紀町の方と同じよう

に実質なるように３００円補助してもらったのに、今回はさらに少なくなって２

００円で、８８０円ということになるんだなということで、差額は埋めてくれる

という話なのに、埋まらないなというふうに思う方は多分出てくると思うんです

よ。 

 たかが２０円だということで、マスコミの方とか、市民の方も、そうぎゃーぎ

ゃー言うなと言う方もいらっしゃるかもしれません。でも、たかが２０円じゃな

いけど、されど２０円です。制度趣旨が同じ制度であって、違っては私はいけな

いと思うんですよ。行政として、それはあってはいけないというふうに思うわけ

でございます。 

 でも、まあ、今回はこれを否決してしまうと、補助金自体も否決することにな
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ってしまいますので、今回は、執行部も非を認めましたので、来年以降の、来年

４月以降、新年度はきちんと整合性のあるようにするという約束をしていただき

ましたので、私は、それを信じて、今回につきましては、この予算については消

極的ながら認めたいというふうに思います。 

 もう一つは、議案第５５号「職員の給与に関する条例の一部改正について」と

も関連しますけれども、先ほども委員長報告の中にもありましたが、人事院勧告

に従いまして４年連続で職員の給与を引き上げるという事案であります。 

 今回も若い職員を中心とした改正ということでありますが、尾鷲市の経済は大

変疲弊しており、今回また職員の給与を上げることについて、さらに尾鷲市の民

間企業の職員との格差が広がるような気がしてなりません。 

 市長は、民間に対して、市役所職員と同様に賃金の引き上げを民間企業に働き

かけることは難しいということでしたが、徹底的な行財政改革を標榜している加

藤市長であります。人事院勧告だからということではなく、人事院勧告があって

も何らかの工夫を施してほしいと思いますし、少なくとも４月にさかのぼって支

給するということぐらいは見直しをし、来年１月からとか、新年度の４月からと

いうふうにすべきではないかと思われます。 

 今後、その検討をしていただくということを強く要望して、今回は予算を認め

たいと思いますが、来年も同じようなことをやられるのであれば、そのときは私

は断固として反対させていただきたいと思っております。 

 以上のとおり、今回の補正予算につきましては賛成はしますが、積極的な賛成

というわけではないということを市民の皆様にも御理解いただきたいというふう

に思います。 

 これで私の賛成討論を終わります。 

議長（南靖久議員） 以上で通告による討論は終わりました。 

 他に討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

議長（南靖久議員） ないようですので、これをもって討論を終結いたします。 

 これより採決を行います。 

 最初に、日程第２、議案第５４号「尾鷲市農業委員会の委員及び農地利用最適

化推進委員の定数に関する条例の制定について」を採決いたします。 

 本議案に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決する

ことに賛成の方は挙手願います。 
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（挙 手 全 員） 

議長（南靖久議員） 挙手全員。 

 挙手全員であります。よって、議案第５４号は原案のとおり可決されました。 

 次に、日程第３、議案第５５号「職員の給与に関する条例の一部改正につい

て」を採決いたします。 

 本議案に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決する

ことに賛成の方は挙手願います。 

（挙 手 全 員） 

議長（南靖久議員） 挙手全員。 

 挙手全員であります。よって、議案第５５号は原案のとおり可決されました。 

 次に、日程第４、議案第５６号「尾鷲市営住宅条例の一部改正について」を採

決いたします。 

 本議案に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決する

ことに賛成の方は挙手願います。 

（挙 手 全 員） 

議長（南靖久議員） 挙手全員。 

 挙手全員であります。よって、議案第５６号は原案のとおり可決されました。 

 次に、日程第５、議案第５７号「平成２９年度尾鷲市一般会計補正予算（第４

号）の議決について」を採決いたします。 

 本議案に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決する

ことに賛成の方は起立願います。 

（起 立 全 員） 

議長（南靖久議員） 起立全員。 

 起立全員であります。よって、議案第５７号は原案のとおり可決されました。 

 次に、日程第６、議案第５８号「平成２９年度尾鷲市国民健康保険事業特別会

計補正予算（第２号）の議決について」を採決いたします。 

 本議案に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決する

ことに賛成の方は挙手願います。 

（挙 手 全 員） 

議長（南靖久議員） 挙手全員。 

 挙手全員であります。よって、議案第５８号は原案のとおり可決されました。 

 次に、日程第７、議案第５９号「平成２９年度尾鷲市後期高齢者医療事業特別
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会計補正予算（第２号）の議決について」を採決いたします。 

 本議案に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決する

ことに賛成の方は挙手願います。 

（挙 手 全 員） 

議長（南靖久議員） 挙手全員。 

 挙手全員であります。よって、議案第５９号は原案のとおり可決されました。 

 次に、日程第８、議案第６０号「平成２９年度尾鷲市病院事業会計補正予算

（第２号）の議決について」を採決いたします。 

 本議案に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決する

ことに賛成の方は挙手願います。 

（挙 手 全 員） 

議長（南靖久議員） 挙手全員。 

 挙手全員であります。よって、議案第６０号は原案のとおり可決されました。 

 次に、日程第９、議案第６１号「平成２９年度尾鷲市水道事業会計補正予算

（第２号）の議決について」を採決いたします。 

 本議案に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決する

ことに賛成の方は挙手願います。 

（挙 手 全 員） 

議長（南靖久議員） 挙手全員。 

 挙手全員であります。よって、議案第６１号は原案のとおり可決されました。 

 次に、日程第１０、議案第６２号「新たに生じた土地の確認及び字の区域の変

更について」を採決いたします。 

 本議案に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決する

ことに賛成の方は挙手願います。 

（挙 手 全 員） 

議長（南靖久議員） 挙手全員。 

 挙手全員であります。よって、議案第６２号は原案のとおり可決されました。 

 次に、日程第１１、議案第６３号「尾鷲市斎場の指定管理者の指定について」

を採決いたします。 

 本議案に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決する

ことに賛成の方は挙手願います。 

（挙 手 全 員） 
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議長（南靖久議員） 挙手全員。 

 挙手全員であります。よって、議案第６３号は原案のとおり可決されました。 

 次に、日程第１２、請願第１号「国土調査法に基づく尾鷲市の地籍調査事業の

早期実施を求める請願」を議題といたします。 

 ただいま議題となりました請願につきましては、所管の常任委員会に付託して

御審査願っておりますので、その経過並びに結果について委員長の報告を求めま

す。 

 総務産業常任委員会、三鬼和昭委員長。 

〔６番（三鬼和昭議員）登壇〕 

６番（三鬼和昭議員） 請願第１号「国土調査法に基づく尾鷲市の地籍調査事業の早

期実施を求める請願」について御説明させていただきます。 

 先ほどの委員長報告にもございましたように、同日、この件につきまして審査

いたしました。委員より、請願紹介者がいるということで、紹介者に説明を求め、

詳細に説明をしていただき、審査いたしました結果、全会一致をもって賛成すべ

きものと決しましたので御報告申し上げます。 

議長（南靖久議員） 以上で委員長の報告は終了いたしました。 

 これより委員長の報告に対する質疑に入ります。 

 質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

議長（南靖久議員） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 ただいまのところ、討論の通告はございません。 

 討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

議長（南靖久議員） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 

 これより採否の決定を行います。 

 日程第１２、請願第１号「国土調査法に基づく尾鷲市の地籍調査事業の早期実

施を求める請願」の採否の決定を行います。 

 本件に対する委員長の報告は採択であります。委員長の報告のとおり採択にす

ることに賛成の方は挙手願います。 

（挙 手 全 員） 

議長（南靖久議員） 挙手全員。 
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 挙手全員であります。よって、本件は原案のとおり採択することに決しました。 

 次に、日程第１３、議員派遣についてを議題といたします。 

 お手元の議員派遣一覧表のとおり、地方自治法第１００条及び尾鷲市議会会議

規則第１１６条の規定により、議員を派遣したいと存じます。 

 お諮りいたします。 

 お手元の議員派遣一覧表のとおり議員を派遣することに異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（南靖久議員） 御異議なしと認めます。よって、お手元の議員派遣一覧表のと

おり議員を派遣することに決しました。 

 この際、お諮りいたします。 

 ただいま決定をいただきました議員派遣の内容等につきまして、諸般の事情に

より変更が生じる場合、または、本日より次期定例会までに生じる議員派遣につ

きましては、議長に一任願いたいと思いますが、これに異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（南靖久議員） 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 

 以上で本日の日程は全部終了しました。 

 ここで、市長より御挨拶があります。 

 市長。 

〔市長（加藤千速君）登壇〕 

市長（加藤千速君） 議員の皆様におかれましては、去る１１月２８日の開会以来本

日まで、慎重なる御審議を賜り、まことにありがとうございました。 

 本定例会に提出いたしました議案第５４号「尾鷲市農業委員会の委員及び農地

利用最適化推進委員の定数に関する条例の制定について」を初めとする議案１０

件と、報告第１０号「専決処分事項の承認について」につきまして、原案どおり

御承認を賜りましたことを感謝申し上げます。 

 議員の皆様からいただきました御意見、御指摘につきましては、今後の市政運

営につなげてまいりたく、今後とも御指導、御鞭撻を賜りますようよろしくお願

い申し上げます。 

 さて、先般御報告させていただきました地方自治法施行７０周年記念総務大臣

表彰につきまして、賞状と盾が届きましたので、ここでお披露目させていただき

たいと存じます。 

 今回の受賞につきましては、本市がみずからの創意工夫により、すぐれた施策
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を実施し、地方自治の充実、発展に寄与した自治体として表彰されたものであり

ます。 

 私は市長に就任して４カ月余りであり、このたびの表彰は、言うまでもなく、

岩田前市長を初め、歴代の市長の方々や市議会議員の皆様の市政運営に対する御

尽力はもとより、職員が、日ごろから食を共通項目としたまちづくりの推進、定

住・移住施策の推進といった市政運営に取り組んできたことなどから実を結んだ

ものと思い、大変感激しているところでございます。 

 私といたしましても、これを契機にますます精進し、明るく元気で豊かなまち

尾鷲を実現できるよう、議員の皆様を初め、市民の皆様とともに頑張ってまいり

たいと考えておりますので、御協力をいただきますようお願い申し上げるところ

でございます。 

 簡単ではございますが、本定例会の閉会の挨拶とさせていただきます。ありが

とうございました。 

議長（南靖久議員） 去る１１月２８日開会以来、長い間まことに御苦労さんでござ

いました。 

 皆様、よいお年をお迎えください。 

 それでは、これをもって平成２９年第４回定例会を閉会いたします。 

〔閉会 午前１０時２９分〕 
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